
就業支援政策の新展開と「フリーター」問題
－「若者自立・挑戦プラン」の検討を申し、に一

荒　岡　作　之

政肘は、前年無業賞・「フリーター　の急増という重人な社会問題に出面し、若年者

のキャリア形成・就業支援、人々」育成か急務であるとして、新たに戦略的で「総合的」

な「l■諸臼止り相成ブラノ」（2003て16J110日）の推進を重点施策にすえた。

同プラノほ、若年古址川・就業支援は従来の短期的な対策でカハーしきれるものでは

ないと捉え、「教百・雇用・座業政策の通用」を戯化し、用艮　体」の「トータルな人

材対策」の必茨†′lを慮調する。苦欄政策を競業文書かrフリーター」対策に限定・頓小

化し、経済・雌薬理の遣い」に／7ト）た、斬白山l義的色彩の濃い施策として展開する。同

「プラン」は、「フリーターl宝】増の1たる原関を若君の職業観や就労遣蘭の問題に帰す

ことで、㌫要虻人・雇m創日はいう政府や確業押山らが果たすへき賃任を棚上げにして

いる。「人材」行成右上ひ「教百改草」小計苦瓜供）を機軸に「某月けこな・ド場」化等をも志

向するキャリア形成・就業支援諸策の推進は、むしろ種目い失業悶」題を　一層深刻化させ

るものとなる。

本稿では、最近i暮の榔敗裾UJをふまえて、「寸’，苦l用・挑戦プラン」を分析し、若年

前政策の作格と政策のH体化で′tじる問題点をr】月わかにうることで、期すへき就業支援

における基本的対応と．．射組む鮎ホする目
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就業支援政策の新展開と「フリーター」問題（荒岡）

Ⅰ　はじめに

青年の瞳用・失業問副は近年一層深刻化している。90年代初めから、新規学

卒労働市場は「氷河期」といわれるはと冷え込み続け、就職活動は「早期化・

良射ヒ」し、卒業と剛寺に正社員（常用雇用）となる「学校から職業へのH滑

な移行」L）は著しく凶難となっている0多くの企業か、国際競争力の強化を謳

い、総額人件費削減や中高年の「雇用を守る」2）ことで若年者の採用を抑制し

ていることもあり、若年者の「移行」過程やバク【ンは複雑化してきている。

こうした状況卜で、就職も進学も決まらないままに卒業する若者失業者・

「フリーター」が急増う）し、24歳以Fの失業率は101％（2003年度）にも通し

た。

職業1）に就くことは、生計の維持、社会的分業の一端を担うことによる社会

的連嵩の実現、自己実現（人間的発達）なとの諸側面をもっ。円滑な移行によ

る職業的自立をみることは、若年世代が将来の生活に希望をもち、前向きに人

生・生活設計を行っていく保障であり、人間らしく生き、暮らすための基本条

件である。反対に、青年期に職業的自立ができないことは、社会の持続的発展

を支える次世代の存立基盤を脅かし、日本社会全体の維持・発展に深刻な影響

をもたらす蚕大問題となる。

さて、副題を「デフレと生活一若年フリーターの現在」とし公刊された『平

成15年版国民生活白書』（以‾卜、『白書』）では、「フリーター」の定義日を以卜

のように拡けた。すなわち、15～34歳までの若者（学生と主婦を除く）で完令

失業・潜在失業の状態にある人、およびパートやアルハイト、契約社員、派遣

なと非止社員で働く人がすべて内包されたことで、「フリーター」総計は417万

人へと急増した。

『白書』によれば、「フリーター」人口は183万人（1990年）から417万人（2001

年）へと急増したわけだが、そのうち7割が正社員として働くことを希望して

いるにもかかわらず、転職して正社員になった人の割合は25％と低い。「新卒

フリーク‾」は、大卒で31％、高卒で38％にも卜り、「ノ1．泥フリーター」の現
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就業支援政策の新展開と「フリーター」問題（荒岡）

出を示すはと30代前半の「フリーター」も80万人（2001年）と増え続けてきて

いる。

収入について見ると、15～24歳の非止社員はおしなべて低収入で、叶収100

万円未満か56％、年収200万円未満の者は全体の実に85％（正社員であれはい

15％）である。業預内容も、主に補助的・走刊的なもので、キャリア形成や職

業能力の開発・向上に結びつかない等の問題がある。

こうした中で、わずかではあるが求人数が増えた企業は、人材派遣業7）・業

務請負業・短期契約・パートなとの不安定な「非正社員」を募集する企業であ

り、こうした企業の求人増加がまた「フリーター」の増加を促す結果ともなっ

ている。

『rl書』では、こうした若者「フリーター」の増大を重大な社会問題と指摘

しているが、経済偉業省も同様に、若首失業問題をわが国の眼底にある危機と

捉えている。すなわち、「名石の高い失業率、上別口する無業苗、フリーター、

高い離職率なと」は、若者が自らの可能性を高め、それを活かす場がない」状

況を示しており、こういう状態が続けば、経済的に「中長期的な競争力・生産

性の低下」を招来するはかりか、「社会不安」をもたらし、放置すれば「わが

国の中長期的な人的基盤、社会基盤の崩壊」へと繋がりかねないH一、と述べて

いる。

深刻な雇用・失業問題を抱える400万人以しの若年が、社会の中で層をなし

て滞留L続ければ、それは日本全体の経済基盤の崩壊、所得格差の拡人、社会

保障システムの脆弱化なと椰々の社会問題を引き起こすことは必至である。こ

うした危機意識が、経済・産業界をして戦略的でトータルなプランの立案と実

行を急務であると認識させたといえる。

こうした背景の下で政府かf】ち出したのか、戦略的トータルプラン「若者日

立・挑戦プラン」9－である。同プランは2003年6JJlO日、文部科学、厚圧労働、

経済産業、経済財政政策担当の川大臣の連名で公表され、政府方針の重点施策

と位置ィ、rけられた。確かに、このプランには、経済・産業界の危機意識が強く

反映されてはいる。だからといって、このプランが、岩石を一人前の職業人に

育成するという社会的責作や役割を経済界・産業料こ果たさせる施策を盛り込
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んだものであるかと言うと、そうではない。それは、新規学卒者採用の厳選化・

強化を強く打ち出した内容を見ても明らかである。

若者の就業行動を理解した卜で、彼らの職業的自立への道筋をとうつけてゆ

くか、効果的な職業能力の開発やキャリア探索援助といったサーヒスの提供は

とうなされるへきか、これらは、柘めて今日的で重要なテーマである。そして、

これらを焦点に分析・検討を加えた昆重な研究10）成果も相次いで発表され始め

ている。こうした成果をふまえ、同「プラン」がはたして若年無業者・「フリー

ター」の急増と深刻な若年者展用・失業問題の解決に有効に機能しうるのかと

うかを、以トに検討・分析する。

汀　若年者就業支援政策の展開方向

若年「フリーター」急増の原因は何か。この原因に対する分析の差異が、政

策対応の差異となって現れる。

『白書』では、事態の深刻さを反映し、フリーター増人のLたる吼大lを企業

側の採用行動にあるとの指摘をみる。企業側が展開してきた、人員削減と丁場

の海外移転、ll社員（常用魔用）の削減、止社員の代替としての派遣社員、パー

ト、アルハイターなとの不安定雇用労働者の雇い入れといった雇用職田裾）転換

が主な要囚…である。

日本繹済の停滞といった全体的な背景、あるいは、右勺名の就業意識の変化

や「需給のミスマ′チ」といった個別的・個人的な事情に、その原因を帰すこ

とはできない。空前の利益をあげている人企業でも新規採用を控えているし、

「フリーター」□身も、仁いざというときの保障がない」「病気ししたときに収入

がなくて困る」「隼活が安定しない」H守粟にィ、′女がある」等のテメリ、ソト▲幻が

あると白党しており、彼らの約7割が正祉員志向なのであるくつ

今後も需要サイトの採用抑制により常用犀川が縮小し続け、木ノ安定雇用の採

用か増え続けるならば、普通の平均的な新卒者たち（大や・高卒）には「フリー

ター」への参入という道しか残されておらず、新卒後一定期間の「フリーター」

を経ての就職が＜・般化していく＞傾抑こある。
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つきに、政府や経済界・庇業界か「フリーター」急増の社会現象をとう把捉

し、とう対応策を立てようとしているかについて、最近公表された、あるいは

提唱された労働力政策・就業支援策から分析を進めたい。

経済産業省の「扉剛促進・人材育成」策lMは、i▲な原扶lを若者の職業観や就

業意識問題に求めた卜で、「経済」の前日イヒの観山から策定された「雇用促進」

と「人材育成」とがワンセソトの施策である。

政府と産業肘のリーダーたちは、情報化・クローノ、ル化の急速な進展がもた

らす厳しい国際的競争の下で、日会状／兄か大変貌を遂げつつあり、その中で、

日本の若者に諜せられた課題も人きく変化してきている、と捉えている。そこ

で、変貌する祉会状況に対応しうる若者の人間力、すなわち、「社会を構成し

運営するとともに、自立した　人の人間として力強く′トきていくための総合的

なノブ」1】’の育成が提Rされるのである。文部科学省や、掛こ人間力戦略研究所

が提示する人間力には、職業、巾民、文化という生活l帥こおいて、知的能ノ人

社会・対人関係力、自己捕り御力の3「要素」が総合的にハランスよく、高い水

準で発揮できることか要請されている。

こうした人間力を益成・強化するのは、「優秀な人材の確保、能力の発揮を

通じ、経営の安定・競争力の向卜にも贅する」丑ためであり、エ／プロイアヒ

リティ（労働市場価値を含んだ就業能力）の向卜によって個人が安定した職業

／Ⅰ活を営む可能刑が／【まれると強調するのである。

産業界が、l玉慨的「競争力の向上」プラス「経営の安定」を志向するならば、

人材宙戒は、トノ70・エリートたるl長期蓋硫能力活用型」】r－′（「前歴可門能力

活用型」の一部を含む）が目指されよう。重要視されるトノブ・エリート像は、

「新しい時代を切り結く、たくましい日本人」、「トップレヘルの頭脳、世界を

リートする人材」（文郡科学省）、「経済のクローハル化、就業形態の多様化等

に伴い、健全に競争力を発揮できる人材」（人間力Eii美研）との表現に見るよう

に、新凹家主義・甲匹に義的色彩の濃い「人材」像でもある。まさに、教育基

本法にみる「、丁和的な国家及び社会の形成者」とは対極をなすl人材」の養成

に他ならない。

他方、こうしたェリート人材を効果的に台成するには、企業の「リストラ」

－′17－



就業支援政策の新展開と「フリーター」問題（荒岡）

政策、政府の雇用「流動化」、「多様化」政策によって構造的、ネ可避的に生み

出され、増大する「フリーター」など不安定雇用・「雇用柔炊型」の人材の

「質」が重要となる。政府や産業界がフリーター増人をこれ以1放置できなく

なった最大の理由は、経済同友会の指摘によれは、“意欲を失い、日立しよう

としない若者”が増加傾向にあること17）である。

若君の無業者、「フリーター」に求められる人間像は、「社会人としての力を

持ち、自分にとっての成功を追い求められる『自立した個人』」】H－である。すな

わち、＜人間力＞の構成要素うち、「公共心」、「規範意識」といった」社会・

対人関係能ノノ的要素」とともに、「意欲」、「忍耐力」なとの「自己制御的要素」

の高い（あるいは高めることのできる）人材である。企業に頁献できる、少な

くとも敵対しない、従順な人材（マス）の育成でもある。こうしたF人間力」

の育成は、また、社会不安をもたらす要素を減らすことにもなる。

若年者雇用政策は、従来の短期的・対症療法的な失業対策では十分に対応で

きない。「フリーター」対策には、次世代の育成、人間らしく生き、拍らす基

本条件の整備と確立、「フリーター」のタイプ別、雇用形態別に基っく個別只

体的で適切なキャリア形成への配慮が必要となろう。口本経済団体連合会は、

人材育成について、学校教育と職業訓練とは密接に関連しており、「雇用面か

らの対策たけでなく、教育機関・企業・行政一休の新たな取り組み」の重安性

を強調19〕する。

娃用促進に向けての政肘・関係省庁の相互に関連する「プラン」における其

本施策は以卜の通りである。従来通り、産業界の意向を反映した政府方針化が

みてとれる。

厚生労働省－1．職業意識の楠養、2．就職支援の強化、3．職場適応の

促進

文部科学省－1．キャリア教育の推進、2　インターンノノブ施策の推進、

3．就職指導体制の充実

経済産業省－1．履用・就業機会の創山、2．産学連携による人材育成

以上の異体的往となる施策は、一般的、抽象的に見る限りは、妥当かつ必要

なものはかりである。若年者就業支援策は、雇用・教育・産業政策の連携強化

－48－－
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の下、「人材」育成と「意識改甘」に対応した“教育”課題を鮮明にして展開

されているといえよう。

ここではひとまず、「プラン」の“雛残り”でもある日本経団連と日本商工会

議所とが連携強化を謳った「共l司提言」lの2つのく兢木視点＞測）が、（1〉国か

らの押し付けではなく地域が上体となる、（2）民に什せるものは民に任せ競争原

理を導入する、という新R山）義から成るものであったことを碓認しておこう。

次に、労働力政策の新たな展開でもある　r若苗日立・挑戦プラン」の施策1．

の諸特徴について詳しく検討する。

Ⅲ「若者自立・挑戦プラン」の基本施策と特徴

一若者政策としての「フリーター」対策一

経済産業人臣なと4人臣連名で提唱された「プラン」の「目標」（当面の3年

間）は、「若者失業者等の上別口傾向の転換を図るへく、若者の働く意欲を喚起

しつつ、全てのやる気のある若年者の職業的自立を促進」紺することである。

人材刺；削こ政策腎源を重点的に投入し、それを効率的に活用し、成果の最大

化を図り、官民一休の総合的な対策の隠化を口指そうとするl司プランの背景に

は、若者の犀川・失業の現状を、産業界の他の諸提言と同様に、重大な社会閃

題を惹起しかねないゆゆしき事態であると捉える危機意識がうかがえる。

同プランが分析する「才†．隼苫問題の頂閃」黒′は、次の3点である。第1は、

需要小足等による求人の大幅な減少と、求人の′ヾ一卜・アルハイト化及び高度

化の二極分化により、需給のミスマソ子が拡人していること、第2に、将来の

目標がたてられない、∪標実現のための′実行力が不足する若年者が増加してい

ること、第3に、職業探索期間の長期化、尖態として就業にいたる経路の複線

化、求められる職業能力の質的変化等の構造的変化に、従来の教百・人材育成・

雇用のシステムが卜分対応できていないこと、である。

同プランの「基本的考え〟」は、若年者の就職問題のI京凶を若年者白身の意

識の問題のみに帰そうとはせず、教育、人材育成、雇用なとの社会ソステムか

諸費に適合していない問題があるとしているのである。そして、求人の「大幅

－19　－
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な減少」や、「ノヾ－【ト・アルハイト化及び高度化の二極分化」といった現状に、

若者の意識や学校が適応できていないことが需給のミスマソチを生んでいると

の認識から、学校教育や労働行政の対応の改変にその解決策を求めている。そ

して、教育、人材育成、屡用の各システムを全般的に改革することが必要であ

り、改革にあたっては各府省の連携と産業界、教育界、地域社会・行政なとの

協力が不可欠である、と述へている。

こうした政策の連携強化のほかに、民間活用が適当なものは民間に委ねつつ、

地域の自主性と多様性を尊重し、地域による若年者対策への取り組みが戯調さ

れていることも「政策の進め方」の特徴として挙けられる。

こうした特徴を持っ同プラ／では、①学校において、将来の職場における定

石性をIaめるためのキャリア形成・就職支援教育を行う、②右往労働市場を整

備する、③若年者の能力向ヒ・就業選択の機会を拡大する、④若年者の就業機

会を創出する、を政策の貝体的展開における4つの柱としている。

lnj「プラン」の政策推進面における特徴は、以下の2点にまとめることがで

きるだろう。

第1に、縦割り行政を行ってきた各省が、若年者雇用促進を共通の課題とし

て、「縦割り」の壁を越えて貝体的な連携を強めようとしていることである。

政策の只体的推進「主体」は、産業界（企業）一教育機関（学校）十家庭・地域一

政肘・地力公共団体であるが、各「主体」間の相白＿連携・相互協力を実現させ

るために、各省庁が連携を強めようとしている点である。

第2は、深刻な失業・雇用問題の原l月の一つが学佼教育で「再成される」学

生・生徒（供給サイト）側の問題でもあるとすることで、従来から強調されて

きた「J粗学連粥による人材育成」という路線での“教育”改旦二に　一同のアクセ

ントがおかれていることである。

図1は、連携による若年者支援の展開を図示したものであるが、教育（特に、

学校教育）を、産業邦の期待する人材の育成機関として機能させることが重視

されていることが分かる。関係機関のく相hの連携・協力＞とく■▲教育”改革＞

の2つが政策の基軸となっているのである。これを槽まえた＿j二で、「プラン」

が分析した3つの「若年者問題の原因」と聞達つけながら、その貝体的施策の
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就業支援政策の新展開と「フリーター」聞題（荒閏）

図1関係機関の連抑こよる若年苫支援の展開

匝率1「重く壷再妄議漣二妄一悼詣諾霊意凱基づく

教育／就職支詩コ刊轟時事函

ランJll②「手やリア高度化プラン」 （卦「フリーター再教育プラ1ノ

体でヰヤIl▲語ノ至≡讐プ芸讐芸慧≡完宗羞訓▲票霊宝這胎を耶したいフリ→‾

る体験活Il　教育プログラムの開発・推進　　Il・就きたい職業・やりたい損親を見つ

讐地域のIl諾芸憲監禁促進など高度専Ilけたい7リ‾トへの支援
ザ‾とし」し喜≡≡蓋喜…責苦買警…芸芸芸孟誓

材育成ンステ中本堅三三竺ざステ叫攣些学ひなおり撃の準則

▲・・－い

雇用、就業の場の提供／イノターン
ソソプ受入／人材ニーズの提供他

巨三±士竺車重竺〕暫し二重車重＝〕
資料「若年目、ト挑戦粗略会議1紺0：川（－HlOl側道発表質料r若作目五・挑戦プラノ」

（hLLp／／wwwmetlgO川／kohosys／r）reSS／UODJl140／）

展開をみていく。

「プラ／」では、若年者問題の原因の第1として、「需要不足等による求人

の大幅な減少lを挙げているが、こうした原関に対比、する施策として、若石の

8り業・起業支援がことさら此調されている。たとえば、柿の若イl者の就業機会

創出においては、創業に挑戦する人材の大日養成をはかるために、以下のよう

な対策があけられている。すなわち、創業に必・蓑な値鞘人手を容易にし、ム者

の創業希望者（30力人以lいるという）が地域のへンチャーか業において創業

の知識を習得できる、実践「rJインターンノソプを創設する、若手即戦力人材

（IT、技術経営、事業出生等の分野での、ニ　スの．古い高度専門人材）を重点

的に台成する、サーヒス分野中心の新ヒノネス■1鳩の拡人なとである。

「プラノ」では、若年省間題の板【大lの第2として、「実子1力がィ、足している

若者」を挙げているが、これに保ける対策は、珠の教育段階から職場定着に皇
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就業支援政策の荊展間と「フリーター」問題（荒岡）

る「キャリア形成・就職支援教育」との関連で捉えられている。図1にみる

「新キャリア教育プラン」の具体的推進がそれである。具体的には、小学校段

階からの組織的・系統的な職業体験学習、インターンシソプ等の推進による勤

労観・職業観の醸成という、キャリア教育、職業体験等の実施であり、さらに

は、過のうち3日は企業実習、2日は教育訓練というような組合せで、若者を

一人前の職業人に育成する実務・教育連結型人材育成システム（日本版テユ7

ルシステム）を導入しようとしていることである。また、就職支援相談員（ノヨ

プサポーター）による一対一の就職支援や若年者の就職相談を専門的に行う人

材（若年キャリアコンサルタント）の養成・配置も掲げられている。

若年者問題の矧大1の第3として、「プラン」では、「パート・アルハイト化及

び高度化の二棒分化」という現状に若者の′意識や学校か適応していないこと

（需給のミスマソチ）をあげていたが、それへの対策は、②の若年労働市場の

整備である。これは、図1でみた「フリーター再教再プラン」、「学びなおし」

の機会の提供と関わる。それは、トライアル雇用の積極的活用なと就業経路の

複線化に対応した多様な就職システムを整備することを意味し、企業が若年名

に求める人材妥件の明確化と学卒・若年者向けの実践能力評仙・公址のイ1組み

を、技能系から事預系にわたる幅広い職梓について塵備してゆくことでもある。

需要サイトの供給サイトに対する要求の高度化については、③若年者の能力向

上・就業選択肢の拡大で対応しようとしている。これは、図1巾の「キャリア

高度化プラン」における「高度専門職業人等の台成」からもみてとれる。大学、

大学院、専修学校等での社会人再教育のための短期教育プロクラムの開発や専

門職人学院の設置促進による高度専門職業人養成の強化、さらには、世界の研

究開発市場を関村1する先端的な人材市成の支援や体験型数百キャリキュラムの

提供なと、大学教育の改善への取り射lみ強化なとが含まれる。

「プラン」では、以上の施策を効果的萌点的に実施し、推進してゆくために、

それぞれの実施i二体への楕柚的働きかけや支援実務を行うことが肝要であると

して、そのイ二シャティフをく地域＞（地方自治体）がとることになっている。

この構想は、先の日本経団連・日本商工会議所の「共同提言」に見ることがで

きる。そこでは、屏用促進センターとして「地域におけるパートナーンソプ

、二



就業支援政策の新鹿閲と「フリーター」問題（荒岡）

（キャリアセンター）」を閏くとしているのである。それを「プラン」では、

「若年者のためのワンストソ70サーヒスセ／クー（通称　ソヨプカフェ．丁。b

Cafe）」構想として府業界の要紬こ止、えるへく呉休化している。若者の「日立・

挑戦」は、本来、若者政策として若年者合体を対象に政策展開されるへさもの

であるが、「プラン」での施策は、才■諸の就業支援・「フリーター」対策に限定

され、中身が頓小化されているのである。

Ⅳ「若者自立・挑戦プラン」の主要な問題点

産業界の要求に即したr口＝‾プラン」の基本政策には幾っかの蛮人な問題点が

含まれている。

関越の第1は、「需要不足等による求人の人幅な減少」に対し、大企業と政

府の責任で需要を拡大し、苦者の止社員雇用を創出するという、最も有効で大

事な施策かみられないことである。

また、雇用創出策として「創業・起業の相性化」が強調されているが、社会

経験・職業経験とも未熟な名高が、点り業・起業に成功するケースは極めてまれ

なことは誰でも想像できることである。それでもそれを重点施策として打ち出

すことは、無権利の「偶人請負」労働者・白営業者を拡大させる2うJことになる

だろう。労働時間管理の適川から除外され、社会保険財源を消彗税で負担する

ことで事業l二負相が免除される、雇用側にとってはまことに便利で有難い

存在である、いわゆる「偽装された」什営業者は、アメリカ等で増人し問題

視されている。この施策はこうした就業形態（個人業務請負1ndependent

COntraCtOr）紺をわが国にも拡けようとする新たな労働力政策の展開とみるの

が妥当であろう。

第2の問題として、rプラン」のいう「教肖段階から職場定石に至るキャリ

ア形成・就職支援」を行う課題は、ある意味で、求人企業に採用されやすいよ

うに、若者が「わがまま」をいわずに「適応1（就業）する「職業意識の肯脱」

をR指しているとも受け取れることである。また、既述したように人間力の育

成臼標に別して「プラン」のト眼がェリートの養蠍こ開かれていることも明白
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就業支援政策の新展開と「7り【クー」問題（荒岡）

である。新円山主義的な、効率的、効果的予算配分に基つく「社会を牽引でき

るような高檻の専門能力をもつ人材養成（キャリア高度化プラン）の推進」か、

「プラン」の中心課題なのである。それは、この課題に322億H（2004イ日生㌢

算）を計Lしていることにもよく表れている。

第3の問題は、いろいろの能力開発・キャリア教育プロクラムが用意されて

いるが、安定した仕事につける職業能力を形成するには実効性の乏しいものが

多い点である。学校教育に企業実習をとりいれているトイツ流の「日本版デュ

アルソステム」の導入か目玉の一つとして喧伝されているが、日本で求められ

る「資格」は、実際のところ取得しても仕事と直結しない場合が多く、しかも、

実習・教育期間中の生活保障はなく、教育費も白己負町とな虻、負fllは重く、

閃題は人きい〔ドイツ、イギリスでは、隼活啓・訓練費の給付や援助あり〕25。

さらには、文科省か実施する「フリーター」再教育プロクラムも翫期間（3～

6ヶ月）であり、効果はさはと期待できない。

このように「プラノ」が掲げた職業能力養成なと様々なプロクラムは、実効

件の乏しいものになる可能性が高い。　一方、「教育改革」によって推進される

勤労観・職業観の醸成による「意識改革」は一定の効果をみるであろうから、

今後も大、卜の若者が「多様な働き方」へと「素直」に導かれてゆくことになる

だろう。とすれば、はめ込まれる“多様な就業”の中身こそが問われよう。

「少子化対策プラスワン」の新提案を検討2〔】－してゆくと、そこでいう「多様

な働き方」とは、「パート（タイマー）」、「派遣社員」、「臨時曜い」、「アルハイ

ト」、「在宅就労者」なとの有期・非正社員としての働き〟であることが分かる。

r市て期の時間的制約が「緩和される」と推奨されている裁吊労働は、そうし

た「多様な働き方」の中の花形である。しかし、これらはいずれも働く時間や

場所の「緩やかさ」というメリ　ソトを強調するものであって、賃金を含めた待

遇については言及されていない。

賃金についてみると、卑労省　賃金構造基本統計調企』（2002年版）によれ

は、「パート」を除く女惟lド社員の賃令は、升件社員の持令を100％とすると、

定時に支給される現金給与額で628％、一時金では563％と低く、円女間の著

しい格差が歴然としている。しかも、これは」上祉員の賃金における比較である。
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就業支援政策の新展開と「フリーター」問題（荒岡）

なお、女性「パート」の賃金においては、、l均帖給は887lljで女性止社員の67

3％（男憎の約4割）にすきず、63％の職場で・時金はなく、92％で退職金は

支給されていない。

このように、裁量労働や変形労働なとを含む非止社員は、確かに、多様で柔

軟で、融通のきく働き方ができるのであるか、それは結局のところ、ll一社員の

代替要員、補完要員であり、低賃金で不安定な雇用である。また、従来、正社

員数の減少と非‥‾社員数の増加傾向は女性就業和こ顕著な特徴であったものが、

多様就業刊「ワークン∵ェアリンク」が推進されてゆくと、男性を含めた」社員

の「パート」化が進むであろう。総人件費の削減を「1的にした、IF社員の処遇

を非止社員に接近させる「短時間止社員」制度もすでに提起されている。

多様就業形態からなる「多様な働き方」論は、厳しい犀用環境が阜Jに改善

されない状況下では、「企業内の身分精美を11二当化する」ものとして機能する

ことになる。成果主義賃金制を推し進める企業においては、企業が個人の「能

力と業績」に基っく個別管理をさらに強めれば、被虐川名間の競争はさらに激

化し、被雇用者にとって「多様な働きん」を自lr畑こ選択できるロJ能性はます

ます狭められてゆくことになるだろう。「多様な働き小の小身こそが問われ

なければならない。

第4の問題は、「プラノ」全休の予算化はみられるものの、各施策への投入

金額・数値目標が具体化されていないことである。その中で、新たな「目玉」

施策が用意されているのであるし）それは、図2にみる「ヮ／ストップサーヒス

センター」構想である。

同「サーヒスセンター」（新規予算80億円）は、都道肘県が、企業や学校と

連携して若年者に雇用関連サーヒスを一ヶ所で提供するものだという。こうし

たく地域＞重視の政策展開は、プランに兄立ち混示された経済・産業界の一連

の戦略にもみることができる。しかし、こうしたく地域＞利別ま、地力自治の

拡大を必ずしも意味するものではない。むしろその逆で、同からのく地域＞へ

の押しイ寸けが強まる危険をはらんでいる。というのも、施策の＜基本視点＞の

（2）からは、新自由主義的性格の強い政策展開が窺い知れるし、＜茶席視ノ、1＞の

（1）で＜地域＞への「伺からの押し付けでない」と述へていることは、考えよう
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就業支援政策の新展開と「フリーター」問題（荒岡）

図2　地域による若年者のための新たな仕組みの整備

質料「若年日立・挑戦軌略会議」2003年6月10R報道発表資料r若年自立・挑戦プラン」

（http／／wwwmetlgOJp／kohosys／press／0004140／）、及びR本経析凹体連合会

『若年者の職業観・就労．意識の形成・向上のために』報告書（2003年10Jj26日）

本文関連資料、63貢。

によっては、国は政策提言　い1山し〕はするが、地方が国に財政上のサポート

を期待することはできないと引導を渡しているとも解釈できるからである。

「ワンストップサービスセンター」構想展開の問温点27）としては次の諸ノ点が

挙けられるたろう。

（D政府（及び多くの地力自治体）は、「フリーター」、無業者、失業者に対する

雇用創出や職業訓練といった自らの責任を、民間業苗に「転嫁」し、委ねよ

うとしている。

②市場原理の導入で民間委託　ト・郡成功報酬制）された「サーヒスセノクー」

は、人材“ヒンネス”として＜地域＞に登場することになる。就職難を「新

たな市場（もうけ口）」にしようという人材会社の参入を許し、「評価」（成

果）一利益（報酬）が優先され、適正尤職業訓練、斡旋やマソナンク等が損

なわれる叶能性がある。
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就業支援政策の新展開と「フリーク【」問題（荒岡）

③雇用創出へのH民・若年省本付の“戦帖的烏トータルプラン’’が未確立の段

階での一連の民情による墟川促進業務〔就職（求人）情報の提供・紹介、コ

ンサルティノク、職業訓練等〕ほ、社会不‘友対策としてはともかく、施策の

内容と実効里に期待かもてない。

④施策実現に向けての財源（チ算化）が欧州（特にEU）に比して乏しく、人

きな憎として存在する400力人余の「フリーター」（7）ニースに対応し切れる

ものではない。

Ⅴ　結びに代えて→就業問題への対応と課題－

「雇用・人間力強化」を謳う「寸謂H、ト挑戦プラン！は、企業の利潤追求

に奉仕するための人材・「人っくり」という経済・席業界の戦略に沿ったプラ

ンであり、「“数百”改串」（産芋連携）を基軸として推進される。それは、競

争原理導入の新白山t義的性格を強く反映した施策として、これまでリストラ

政策の推進で企業が増益という結果をあげたのと同様に、若年者問題の－－・屑の

深刻化のなかで企業がさらに増益するという結果をもたらすことになるだろう。

経済界は、「フリーター」の増大をネl会心′友を増す要因として懸念してはいる

が、一方で「フリーター」は企業の増益にとって不巾欠の存／1となっているの

である。「プラン」推進は、そうしたオ盾を内包しながら、労働形態の構造的

問題を一層深刻化させてゆくことになろう。

しかしながら、L山プ】年問題とともに若年者の雇川・失業問題の解決は切実な

国民的関心事になっており、rプラン」立案者の戦略的意図はともかく、若者

の職業的l：1正支援策は国家政策の申心的課題の　つとして榔ナざるを得なくなっ

ているのである。では、若年晋政策を「フリーターl対策に頓小化させること

なく、若年者の頁の職業的自立・就業支援を促進させるためにはとのような政

策対応が求められるのであろうか。

「プラン」の「用題点との関連で導かれるしな政策課題は、次の4つにまとめ

ることができるだろう。

第1は、経済・座業非と政府の責任で、総需要を拡大し、ワークソエアリン
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クや残業規制を通じて正社員雇用を創出することである。国民生活上切実な要

求である教育、医療、福祉、介護分野での公的雇用の創出は重要となる。先ず

「サーヒス残業」を止めさせ〔厚生労働省通達〕、時間外労働や休日・深夜労働

を規制し、労働時間の短縮を実現することである。中高年とともに若年者が人

間らしく働き、耶らすためには、雇用の擁護・拡大、労働基準法の抜本的改善

なとの諸政策を「政労使合意」に盛り込ませ、実効あるものにすることである。

第2は、前項の施策とあわせて、新卒無業者や失業・半失業の若者に対する

隼満保障の拡充である。未整備なキャリア形成システムを資本の論理からの新

白山主義的施策に委ねることなく、若年者の要求や権利に根ざした職業訓練制

度（キャリア・技能形成支援）の盤備・拡充を求め、訓練期間中の生活保障を

実現することである。加えて、「実務・教育連結型人材育成システム（L」本版

テエアルソステム）」を生活巧と教育費の給付・貸与を含む職業訓練や再教育

の場や機会に改変することである。さらには、パラサイトせずとも職業的に日

立してヰ活していける貢のセーフティネット確立に向けて、全国一律最低賃金

制を確立することである。若年を雇用する＜地域＞（自治体）の中小企業への

助成措置は重要であり、国の財政サポートは不可欠である。

さらに、第3は、「有期・非止社員」と「正祉員」との均等待遇の実現であ

る。パートタイマー・アルハイト・派遣なと雇用形態の別による差別的処遇を

ILO等の国際的基準に拠って禁止し、「同じ（同等の）仕事であれば、賃金等

の処遇も、時間比例で同じ」測）にすることである。また、第1、第2の課題が

解決をみた状況下では、総人件費削減戦略に包摂されることのないワークシェ

アリンクの推進、個人の都合に合わせて選択・変更ロJ能な「チェンノヤフルな

働き方」か（「奈酬寺問止社員」としての働き方）等の検討が現実味を持ってこよ

う。

さらに、第4は、主体（供給）サイトに関わる課題である。現代の若年、

「フリーター」の一郎には、確かに発達成長過程における「未成熟さ」う‖」や立ち

遅れが見られる。こうした背景には、保護者の経済力による「教育格差」や競

争的「人材育成（教育）システム」といった問題もあろう。しかし、企業（需

要）サイトは、若者の現在の一都分を捉えて「学習意欲の減退」、「低い就業恵
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識」なとと非難し、企業の求める「入り」盲成・就業支援システムの育効性や

「意識改革」、「教育改却」推進の必要性の理丑上して主張される要閃となって

いるのである。付l究穐閲をはじめ、研究賞や許，品家なとが著わしたぷ物にも、

現代右年者の社会的作裾こ関する様々な指摘〕が見られる。例えば、「反良識的

な若者のライフスタイルと規範＝・「ノ綱島ること』の放棄・規範の拒否・安直

な自己満足」‖′、1断エコイスムの若者たち（白⊥決定主義という仰直観）」’2’、

「階屑化」と共に「『H己防衛』にl旬かう日本人」イH、ン性か弱くなった個人化

（共Iu軌から個体性／＼）」（野村総研）‖ノ等である。現代の若者をこのように弔徴

付けうる／仁清スタイルや現実の　一端が描かに〟在するのである。

また、この現実から呼び起こされる反省として、激動する祉会を生きぬく知

識や「rともや若者を社会の　一員として′罠思決定に参加させる」理念が日本で

ははとんと論議されてこなかったことの問題に気つくべきであるとの指摘川も

ある。総じて己えることは、こうした賦況を若君月身が日豊的に克服する道を

保障することは、規／しきわめて封殺な日本ネ【会の課題となっているということ

である。

なお、就職戦線がtJlき続き峨烈を妬め、就職沌動がrイス収り競争」の「個

人」戦の様相を呈することから、今後も多くの学年・年徒が「汀立・挑戦」を

促され、円本の期待する「座間されうる能ノ」」（エンプロイアヒリティ）を身

につけようと必死の「口助努ノノ」を試みることになろうが、就職に結びっく努

力を個人的対応でなそうとしても、それには自ずと限界がある。

政府や箪業界等をして美効成る雁川・失業閃匙削策の111」才を克美させ、真の

セーフイティ不ット確寸に連携・助力してあたらせるためには、「職場への移

行」に取り組む丁僻ポたる若者自身の代よが、それらの対策や確立にに小ナての

企画・決定・運‘冒プロセスに参画3日することが求められる。日経したH■間同十

の人間的な結びつきや共通の十本験をへ一一スにした祉会的連帯という体験が、彼

ら白身をして発達成長過程での「人こ成熱さ」や＼一八ち遅れを克服させ、人間的成

長を保障する契機となるはずである。

政府と経済・産業柚は、、／地域＞を新白山字義政策推進の実務1＿の窓口（担

い手）に位置付けており、このことは、　一人でく地域＞に、企業や什車の塀を
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越えた人的交流や草の根の取り組みの場となる可能性を持たせている。家庭や

地域、あるいは趣味なとの〈私〉的生活に基っく職場や仕事外の新しいコミュ

ニティの拠点っくりも、これに連動して進められるだろう。

従って、「プラン」推進の予昇化をみた2004年度以降は、若年者の‘■自立”・

若年者就業支援の具体的実施（せめぎ合い）の内実が問われてこよう。「若者

糾い挑戦プラン」の新自由主義的施策とのせめき合いは、企業の雇用に関す

る社会的責任を問うことであり、同時に、老年者が頁に安定して職業的にも
山白立”し、主権者たる“人間ノブ”発達の確かな契機と発達の道筋を探ること

でもある。この課題は、今後、＜雇用＞とく地域＞を磁場に若年者政策研究の

重要さか一屑増すであろうことを教えている。
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